


４ 入札手続等 
（１）郵便又は電信による入札の可否 
   郵便又は電信による入札は認めない。 
（２） 下見会 

番 号 開催日時 場 所 

２０１ 平成２８年９月１２日（月）から１３日（火）まで 
各日午前１０時から午後４時まで 

６８０－８５７０ 鳥取市東町一丁目２２
０ 鳥取県総務部政策法務課 
電話 ０８５７－２６－７０２８ 

２０２～
２０５ 

６８０－８５７０ 鳥取市東町一丁目２２
０ 鳥取県会計管理者会計局会計指導課 
電話 ０８５７－２６－７４３６ 

（３）入札参加資格 
   次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。 
  ア 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

イ 政令第１６７条の４第２項の各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後、２年を経過しない

者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 
ウ ガイドライン及びヤフオク！に関連する規約・ガイドラインの内容を承諾、順守できない者 
エ １の（２）の手続を行っていない者又は１の（２）に定められた期間内に手続が終了しなかった者 

  オ その他知事が不適当と認める者 
（４）入札保証金 

本件入札に参加する者は本件公告に掲げた入札保証金を納付しなければならないが、１の（２）のイによ
り参加申込みを行い、ヤフー株式会社からクレジットカード売上承認に係るカード与信枠を取得している事

実を証する書面が県に提出された場合は、入札保証金納付に代わる担保の提供があったものとみなす。 
   なお、落札できなかった場合は、入札期間満了後に担保の返還を行うものとする。 
（５）入札及び開札 

ア 入札者は、１の（３）に定められた期間内に売却システム内に入札価格を登録する手続を行うこと。た

だし、この登録は１回のみ可能とする。 
イ 開札は、平成２８年１０月１４日（金）午後１時から、売却システム内で行う。 
ウ 入札者は、政令、鳥取県会計規則（昭和３９年鳥取県規則第１１号。以下「会計規則」という。）を熟

知の上、入札すること。 
エ 入札後、本件公告、ガイドライン、物件情報等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることは

できない。 
オ 入札者は、その理由いかんにかかわらずいったん登録した入札価格の書き換えを行うことはできない。 

（６）契約保証金 
   落札者は、契約保証金として入札保証金と同額の金額を納付しなければならない。 
   なお、落札者が納付した入札保証金は、これを契約保証金に充当する。 
 
５ その他 
（１）契約手続において使用する言語及び通貨 
   日本語及び日本国通貨 
（２）入札の無効 
   次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 本件公告に示した入札参加資格のない者の入札 
イ 入札者の求められる義務を履行しない者の入札 
ウ 入札に関して不正のあった者の入札 
エ ４の（４）に定める入札保証金を納付しない者のした入札及び入札保証金の額が各物件ごとに定めた額

に満たない者のした入札 
オ 同じ物件について２以上の入札を行った者の入札 
カ 委任状のない代理人の入札 
キ 他の入札者の代理を兼ねた者、又は２人以上の入札者の代理をした者の入札 
ク 政令、会計規則、本件公告に違反した入札 

（３）契約書の要否 
   不要。ただし、落札額が１件１００万円を超える物件又は自動車の物件については、契約書を作成する。 
（４）落札者の決定方法 



本件公告に掲げた予定価格（最低入札価格）以上の額で最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者

とする。 
なお、落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじ（売却システム上の自動抽選）

により決定するものとする。この場合、くじを辞退することはできない。 
（５）用途制限 

この公告の物件は、次の各号に掲げる用途に対し制限を付し、落札者が第三者に対し貸し付け、交換し、

売払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定する場合にも同様に付するものとする。 
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に定め

る風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用途 
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に定める暴力
団の事務所の用途 

ウ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条に規定する
観察処分の決定を受けた団体の事務所の用途 

（６）手続における交渉の有無 
   無 
（７）その他 
   詳細はガイドラインによる。 


